
長崎県後期高齢者 医療広域連合医療 費等明細書交付要 領  

 

 令和６年１１月 ２９日  告示第２０号 

 

（趣旨）  

第１条  この要領 は、 長崎県後期高 齢者医療広域連合 （以下「広域連

合」という。）が サービスの一環と して作成する医療 費等明細書の

交付に関し、必要 な事項を定めるも の とする。  

（定義）  

第２条  この要領 において、次の各 号に掲げる用語の 意義は 、当該各

号に定めるところ による。  

(1)  遺族  死亡した被保険者の父 母、祖父母、配偶 者、子又は孫  

(2) 医療費等明細書  被保険者が 医療機関等を受診 し た際の医療費

又は広域連合が被 保険者 等に支給し た 療養費等の明細  

（交付申請ができ る者の範囲）  

第 ３ 条  医 療 費 等 明 細 書 の 交 付 申 請 を 行 う こ と が で き る 者 は 、 次 の 各

号に掲げる者とす る。  

(1)  被保険者本人（被保険者であ った者を含む。）  

 (2)  被保険者本 人が成年被後見人 である場合におけ る法定代理人  

(3)  被 保 険 者 本 人 か ら 医 療 費 等 明 細 書 の 交 付 手 続 き に 関 す る 委 任 を

受けた代理人  

 (4)  遺族  

(5)  遺族が成年被後見人又は未成 年の場合における 法定代理人  

(6) 遺族から医療費等明細書の交 付手続き に関する 委任を受けた 代

理人  



（交付申請方法）  

第４条  医療費等 明細書の交付申請 を行おうとする 者 （以下「申請

者」という。）は 、医療費等明細書 交付申請書（様式 第１号）（以下

「交付申請書」と いう。）を広域連 合長に提出しなけ ればならな  

い。  

２  前項の場合に おいて、申請者は 、本人であること を証明するため

に、必要な書類を 提示し、又は提出 しなければならな い。  

３  申請者が第３ 条第２号から第６ 号に該当する場合 は、申請者と被

保険者本人又は遺 族（以下 「被保険 者等」という。） との関係を証

明するための書類 を提示し、又は提 出しなければなら ない。  

４  申請者は、申 請日の５年前の日 が属する年度 に医 療費又は療養費

の支給対象となっ た診療月分まで遡 って 交付申請を行 う ことができ

る。  

 （申請者本人を 証明するための書 類 ）  

第５条  前条第２ 項に規定する申請 者が本人であるこ とを証明するた

めの書類は、次の 各号に掲げるいず れかに該当する書 類で、申請者

の氏名及び住所又 は居所が記載され ているもの とする 。  

(1)  運転免許証  

(2) 行政手続における特定の個人 を識別するた めの 番号の利用等  

に関する法律第２ 条第７項に規定す る個人番号カード  

(3) 出入国管理及び難民認定法第 １９条の３に規定 する在留カー      

   ド  

(4) 日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱 した者等の出入

国管理に関する特 例法第７条第１項 に規定する特別永 住者 証明書  

(5) 法律又はこれに基づく命令の 規定により交付さ れた書類 であっ  



て、当該申請者が 本人であることを 確認するに足りる もの 。  

 （申請者と被保 険者等との関係を 証明する書類）  

第６条  第４条第 ３項に規定する申 請者と被保険者等 との関係を証  

明する書類は、次 の各項に掲げる区 分に応じ、当該各 号に定める書  

類とする。  

２  第３条第２号 又は第５号に該当 する法定代理人で ある ことを証  

明する場合、次に 掲げる書類のうち 、いず れかを提示 し、又は提出  

しなければならな い。ただし、次に 掲げる第１号から 第３号までの  

書類については、 交付申請を行う日 前３０日以内に交 付されたもの  

に限る。  

(1) 戸籍謄本又は抄本  

(2) 後見登記等に関する法律（平 成１１年法律第１ ５２号）に 基    

づく登記事項証明 書  

(3) 家庭裁判所の証明書  

(4) その他法定代理関係を確認で きる書類  

３  第３条第３号 又は第６号に該当 する委任を受けた 代理人である    

ことを証明する場 合は、被保険者本 人の被保険者 番号 、氏名及び   

住所又は居所並び に代理人の氏名及 び 住所又は居所を 記載した委   

任状を提示し、又 は提出しなければ ならない。    

４   遺族であるこ と を証明する場合 は、被保険者本人 の死亡の事実

及び遺族であるこ とが確認できる戸 籍謄本 又は戸籍抄 本を提示

し、又は提出しな ければならない。 ただし、遺族が高 額療養費の

法定相続人である ときは遺族である 証明を省略する こ とができ

る。    

（交付決定）  



第７条  広域連合 長は、申請者から 交付申請があっ た 場合は、申請書

の内容等を審査し 、医療費等明細書 について 交付の可 否を決定 する

ものとする。  

２  前項の場合に おいて、広域連合 長は、交付決定を 行ったときは、

医療費等明細書（ 様式第２号）を申 請者に交付するも のとする。  

（費用の負担）  

第８条  医療費等 明細書の交付 は、無料とする。ただ し、申請者が郵送

に よ る 交 付 を 希 望 す る と き は 、 当 該 申 請 者 が 郵 送 に 要 す る 費 用 を 負

担しなければなら ない。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 、 送 付 し た 医 療 費 等 明 細 書 が 送 達 不 能 で 返 戻 さ

れ た 場 合 に お い て 、 返 戻 後 ３ ０ 日 を 経 過 し て も 申 請 者 か ら 連 絡 が な

いときは、当該書 類を破棄しても差 し支えないものと する。  

 （その他）  

第９条  この告示 に定めるもののほ か、必要な事項は、広域連合長が別

に定める。  

附  則（令和６年 １１月２９日告示 第２０号）  

この要領は、令和 ６年１２月２日 か ら施行する。  

 



　　　　申請者
　　　　（代理人）

住 所

氏 名

電 話 番 号

※ 該当する□に✔を入れてください。

委任状

委任者 住　　所

氏　　名 電 話 番 号

交付の実施方法
□　窓口での交付
□　郵送による交付（切手を貼った返信用封筒が必要です）

（任意代理人が申請する際に被保険者又は遺族が記入する。）

私は上記申請者を代理人と認め医療費通知の交付に関する権限を委任します。

　　年       月       日

住　　所

診療期間 　　　　年　　　月診療分　　　～　　　　年　　　月診療分

申請理由
□　確定申告のため　  □　医療費等の金額の確認のため

□　その他（　　　　　　　　　　　  ）

下記のとおり「医療費等明細書」の交付申請を行います。

被保険者番号

被保険者
生年月日

 　年　　月　　日

被保険者氏名

様式第１号（第４条関係）

　　医療費等明細書交付申請書

年       月       日

長崎県後期高齢者医療広域連合長    様



被保険者氏名

被保険者住所

診 療 期 間

　　年　　月　　日

長崎県後期高齢者医療広域連合

様式第２号（第７条関係）

医療費等明細書

被保険者番号

 あなたの医療費は下記のとおりです。医療費の総額のうち、9割（8割又は7割）に相当する額が後期高齢者医療保険

から医療機関等へ支払われ、残りの1割（2割、3割又は自己負担限度額）が、窓口で支払われた額に相当する額です。

単位：円

受診年月 医療機関等名称 診療区分 日数 医療費の総額 自己負担額

合計

※システムの関係上「被保険者住所・医療機関等名称」が全て表示されない場合があります。



　※「療養費等」とは、広域連合から被保険者等に支給した療養費（補装具、食事療養差
　　 額、一般診療等）、移送費、高額療養費（外来年間合算を含む）、高額介護合算療養
　　 費等のことをいいます。

  ■　医療費について

 ※　この明細書は、医療機関等からの診療報酬明細書等に基づいて作成しているため、「自己
　　 負担額」が実際に医療機関等に支払った金額とは異なる場合があります（公費負担医療や
     お住まいの市町による医療費助成など）。また、医療機関等からの診療報酬明細書等の提
     出が遅れている場合は、この明細書に表示されないことがあります。

 ※ 「医療費の総額」には、健康診断料や診断書料などの保険外費用は含まれません。

 ※ 「自己負担額」とは、「医療費の総額」のうち、残りの１割・２割または３割に相当す
　　る金額で、医療機関等の窓口で負担する金額となります。

様式第２号（第７条関係）

  ■　療養費等について

【医療費等明細書に関する注意事項について】

■療養費等について

合　　　　　　　計 －

療養費等の種類 診療年月 支給額（円） 支給日
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